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令和６年能登半島地震にかかる 
災害救助法の適⽤地域にお住まいのご契約者の皆様へ 

 
この度の災害で被害を受けられました皆様に、⼼よりお⾒舞い申し上げます。 
弊社では、この度の災害により災害救助法が適⽤された地域にお住まいのご契約者の皆

様を対象に、以下の措置を実施いたしますので、これらの措置の適⽤をご希望されるお客様
は弊社までご連絡くださいますようお願い申し上げます。 
 
１．証券や⾃動継続通知書の再発⾏ 
２．保険料のお⽀払いに関する猶予期間の延⻑ 
 

弊社フリーダイヤル：０１２０−９００−３５８ 
（受付時間：⼟・⽇・祝⽇・年末年始休⽇を除く９：００〜１７：００） 

 
●災害救助法適⽤地域 
【新潟県】新潟市、⻑岡市、三条市、柏崎市、加茂市、⾒附市、燕市、⽷⿂川市、妙⾼市、

五泉市、上越市、佐渡市、南⿂沼市、三島郡出雲崎町 
【富⼭県】富⼭市、⾼岡市、氷⾒市、滑川市、⿊部市、砺波市、⼩⽮部市、南砺市、射⽔市、

中新川郡⾈橋村、中新川郡上市町、中新川郡⽴⼭町、下新川郡朝⽇町 
【⽯川県】⾦沢市、七尾市、⼩松市、輪島市、珠洲市、加賀市、⽻咋市、かほく市、⽩⼭市、

能美市、河北郡津幡町、河北郡内灘町、⽻咋郡志賀町、⽻咋郡宝達志⽔町、⿅島郡
中能登町、鳳珠郡⽳⽔町、鳳珠郡能登町 

【福井県】福井市、あわら市、坂井市 


